
厳しい寒波がやってまいりましたが，今年度も残り３ヶ月弱。体調に留意して乗り切りましょう。
さて，今回は平成30年１月１日から施行された２つの条例・規則の改正内容の一部をお知らせします。

＜教員特殊業務手当＞

区分
支給額

（改正前）

円

週休日等に
行うもの

円
円

円 円

＜特別休暇　「家族の看護等に係る休暇」　（第15号）＞

義務教育終了前の
子が２人以上

裏面には，出産・育児に関する
休暇・休業制度の一覧を掲載しています！

休暇取得事由

内容 対象者

配偶者，父母，配偶者の父
母，子（義務教育終了後）

取得要件

①　負傷又は疾病による治療，
　　療養中の看病，通院等の世話

子（義務教育終了前）
②　予防接種，健康診断

③　学校等の臨時休業

④　学校等の行事への出席

取得可能日数

５日

＋５日

職員以外に
看護者がい
ない場合

-

3号

週休日等の場合は4時間程度
／それ以外の日は8時間程度
業務に従事（どちらも就寝時
間は含まない。）

4時間程度業務に従事

正規の勤務時間以外の時間等
において業務に従事した時間
が引き続き4時間程度

部活動指導業務で週休日等に行うもの

要件支給額
（H30年１月１日～）

業務の種類

4,250

4号 3,000 3,600

5,100
円

対外運動競技大会等において児
童生徒を引率して行う指導業務

泊を伴うも
の

4,250 5,100

修学旅行等，児童生徒を引率して行う指導
業務で泊を伴うもの

２号
8時間程度業務に従事（就寝
時間は含まない。）

蒲刈共同事務センターだより

平成30年１月

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正 H30年１月１日～

「④学校等の行事への出席」は，取得限度２日の

ところ，５日に拡大され，縛りがなくなりました。

改正ポイント！

職員の給与に関する条例等の一部改正 H30年１月１日～

手当額がアップしました！改正ポイント！

特別休暇票の記載例

休暇取得事由を記入

して届け出てください。




